
学校間総合ネット利用規定 

 

（目的） 

第１条 この規定は、教職員及び児童・生徒が安心・快適・簡単に教育情報を収集・発信・

共有し、協働して教育活動ができるよう、県立学校のみならず市町村立学校・私立学

校を含めたイントラネットを構築し、教育の情報化を図るため、岐阜県教育委員会が

運用する「学校間総合ネット」の利用規則を学校間総合ネット情報セキュリティポリ

シーに基づいて定めることを目的とする。 

 

（利用対象機関） 

第２条 「学校間総合ネット」の利用対象機関は、学校教育法第１条で定められている岐阜

県内の教育機関及び岐阜県教育委員会が認める教育機関とする。 

２ 市町村立の教育機関による接続は、当該教育委員会からの申請により許可する。 

３ 私立の教育機関からの接続は、担当課からの申請により許可する。 

  

（利用できる情報） 

第３条 「学校間総合ネット」上で利用できる情報は、教育活動及び教育研究のためのもの

とする。 

２ 「学校間総合ネット」で利用可能なサービスの提供拠点として、データセンターを置

く。 

３ データセンターは、別表１に示すサービスを実施するものとする。 

４ 利用対象機関がデータセンターの提供するサービスを利用する場合には、別表２に

定める要領に従わなければならない。 

 

（禁止事項） 

第４条 利用対象機関が別表３に示す禁止行為を行った場合には、岐阜県教育委員会は「学

校間総合ネット」の利用を停止することができる。 

２ 岐阜県教育委員会は、通信内容が別表３に該当する行為を確認したとき、利用対象者

に通知することなくその情報を削除することができる。 

 

（調査） 

第５条 業務上調査が必要な場合には、岐阜県教育委員会は「学校間総合ネット」によるサ

ービスおよび、「学校間総合ネット」へ接続する機器の利用を停止し、調査すること

ができる。 

 

（免責） 

第６条 「学校間総合ネット」によるサービスの提供の遅延若しくは中断によって、又は提

供された情報に関連して生じた損害に対し、岐阜県教育委員会は責任を負わないも

のとする。 

 

 

附 則 

この規定は、平成１４年５月３０日から施行する。 

 附 則 

 この規定は、平成１５年４月１日から施行する。 



附 則 

 この規定は、平成１６年４月３０日から施行する。 

附 則 

 この規定は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規定は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規定は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規定は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成２１年６月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成２２年７月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成２４年６月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成２５年１２月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成２６年１２月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成２９年６月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成３０年３月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、令和元年１２月１日から施行する。 

 



別表１ （第３条関係） 

名称 内容 

教職員用電子メール 

開放型学校メール 

学校用グループウエア 

Ｗｅｂプロキシサービス 

Ｗｅｂホスティングサービス 

コンピュータウイルス対策 

教育用コンテンツの提供 

校内ＬＡＮ運用支援 

メーリングリストサービス 

文書共有システム 

Ｗｅｂアンケートシステム 

ヘルプデスクサービス 

ＣＭＳキャビネットシステム 

岐阜県内の教職員用電子メールの管理・運用 

岐阜県内の公立学校の電子メールの管理・運用 

学校用グループウエアの管理・運用（県立学校のみ） 

インターネット接続及び有害情報のフィルタ機能の提供 

県立学校のＷｅｂページ作成領域の提供 

コンピュータウイルス除去機能の提供 

教育用コンテンツの蓄積・配布・流通 

校内ＬＡＮの運用に関する支援 

電子メールの同報配信機能の提供 

ファイル共有機能の提供（県立学校のみ） 

Ｗｅｂアンケート作成・回収機能の提供 

常駐ＳＥの電話・メールによるヘルプサポート 

ファイルの一時保管機能の提供 

別表２（第３条関係） 

要領 

教職員用電子メール利用要領 

県立学校用グループウエア利用要領 

Ｗｅｂプロキシサービス利用要領 

Ｗｅｂホスティングサービス利用要領 

ウイルス対策ソフトウェア利用要領 

教育用コンテンツ利用要領 

校内ＬＡＮ運用要領 

開放型学校メール利用要領 

メーリングリストサービス利用要領 

文書共有システム利用要領 

Ｗｅｂアンケートシステム利用要領 

ヘルプサポートデスク利用要領 

コンテンツ管理システム(ＣＭＳ)キャビネット利用要領 

校務用ＰＣ管理運用要領 

岐阜県オープンネットワーク（ＧＯＮｅｔ）システム利用要領 

別表３ （第４条関係） 

「学校間総合ネット」で利用を禁止する行為 

岐阜県情報セキュリティポリシー、学校間総合ネット情報セキュリティポリシーに違反す

る行為 

著作権、個人情報保護条例等、法令に違反する行為 

営利を目的とする行為 

破壊等の目的でシステムに故意に侵入する行為 

公序良俗に反すると認められる行為 

ウイルスの侵入など、システムに損害を与えると判断される行為 

私的利用目的と認められる行為 

 


